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ALPS トピックス

TOPICS

　

平
成
31
年
度
税
制
改
正
大
綱
（
以
下
「
大
綱
」

と
い
う
）
が
昨
年
12
月
21
日
に
政
府
に
よ
り
閣
議

決
定
さ
れ
、
本
年
３
月
27
日
に
税
制
改
正
法
案
が

国
会
で
可
決
・
成
立
し
ま
し
た
。

　

大
綱
で
は
、「
消
費
税
率
の
引
上
げ
に
際
し
、

需
要
変
動
の
平
準
化
等
の
観
点
」
か
ら
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
特
例
の
創
設
や
自
動
車
税（
車
体
課
税
）

の
見
直
し
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
空
き
家

対
策
特
例
要
件
の
緩
和
や
ふ
る
さ
と
納
税
の
見
直

し
な
ど
も
行
わ
れ
ま
す
。
法
人
課
税
に
お
い
て
も
、

中
小
企
業
の
設
備
投
資
促
進
の
た
め
の
軽
減
税
率

制
度
等
の
延
長
や
防
災
減
災
の
投
資
促
進
税
制
の

創
設
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
今
年
度
の
こ
の
よ
う
な
税
制
改
正

の
中
か
ら
、
我
々

の
暮
ら
し
に
関
係

が
深
い
個
人
所
得

課
税
や
資
産
課
税

の
改
正
を
中
心
に

ご
説
明
し
ま
す
。

【 

個
人
所
得
課
税 

】

１
．
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
特
例
の
創
設

　

消
費
税
増
税
に
伴
い
、
住
宅
借
入
金
に
対
す
る

税
制
上
の
支
援
策
が
講
じ
ら
れ
ま
す
。
２
０
１
９

年
10
月
１
日
か
ら
２
０
２
０
年
12
月
31
日
ま
で
の

間
に
そ
の
者
の
居
住
の
用
に
供
し
た
場
合
に
つ
い

て
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
控
除
期
間
を
３
年
延
長

し
、
13
年
間
に
な
り
ま
す
。
11
年
目
以
降
の
３
年

間
が
特
例
と
し
て
新
設
さ
れ
ま
す
。

　

新
設
の
控
除
額
は
消
費
税
率
２
％
引
上
げ
分
を

上
限
と
し
て
税
額
控
除
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
も
と

も
と
、
２
０
２
１
年
12
月
ま
で
は
一
般
の
住
宅
の

場
合
、
控
除
対
象
限
度
額
４
０
０
０
万
円
に
対

し
10
年
間
、
年
末
残
高
の
１
％
の
税
額
控
除
で
し

た
。
こ
れ
に
プ
ラ
ス
し
て
３
年
間
、
こ
の
特
例
が

適
用
さ
れ
ま
す
（【
表
１
】
を
参
照
く
だ
さ
い
）。

　

な
お
、
経
過
措
置
等
で
10
月
以
降
の
取
得
で
も

消
費
税
率
10
％
以
外
が
適
用
さ
れ
る
場
合
は
、
こ

の
特
例
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

２
．
空
き
家
に
係
る
譲
渡
所
得
非
課
税
措
置

　

の
延
長
と
要
件
緩
和

　

従
来
は
、
被
相
続
人
が
相
続
直
前
ま
で
対
象
家

屋
に
住
ん
で
い
た
場
合
、
一
定
の
条
件
を
満
た
し

た
な
ら
ば
、
相
続
人
が
こ
の
不
動
産
を
売
却
し
た

場
合
、
譲
渡
所
得
の
３
０
０
０
万
円
特
別
控
除

（
非
課
税
枠
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、

被
相
続
人
が
老
人
ホ
ー
ム
等
に
入
所
し
た
の
ち
相

続
が
発
生
し
た
場
合
な
ど
は
非
適
用
で
し
た
。

　

今
回
の
改
正
で
は
、
一
定
の
条
件
の
も
と
な
ら
、

特
別
控
除
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
（【
表
２
】
を
参
照
く
だ
さ
い
）。

空
き
家
の
発
生
を
抑
制
し
、
地
域
に
お
け
る
不
動

産
活
用
す
る
た
め
の
支
援
策
で
す
。

３
．
ふ
る
さ
と
納
税
の
見
直
し

　

返
礼
品
等
で
話
題
に
な
っ
た
「
ふ
る
さ
と
納
税
」

も
今
回
の
税
制
改
正
で
見
直
し
に
な
り
ま
す
。

　

６
月
１
日
以
後
の
寄
附
金
に
つ
い
て
は
総
務
大

臣
の
指
定
す
る
都
道
府
県
ま
た
は
市
町
村
の
み
が

「
ふ
る
さ
と
納
税
」
制
度
の
対
象
団
体
と
な
り
ま

す
の
で
注
意
を
要
し
ま
す
。

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
に
関
す
る

令
和
元
年
度
税
制
改
正
の

ポ
イ
ン
ト

地
域
社
会
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
協
会

業
務
部

１
級
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
技
能
士

村
上　

滋
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【表１】住宅ローン控除（所得税からの税額控除、控除しきれない場合には個人住民税から控除）

居住年 借入金の対象限度額 控除期間 控除率 各年度の
控除限度額 最大控除額

2014年4月
～2019年9月

4000万円
（消費税率が８％若
しくは10％以外が
適用される住宅取
得等の場合は2000
万円限度）

10年 1.00%

40万円

400万円

2019年10月
～2020年12月
（消費税率10％

適用時のみ）

13年

1年目～10年目 1.00%

480万円

11年目～13年目 下記※

2021年 10年 1.00% 400万円

※次に掲げる金額のいずれか少ない金額
（イ）住宅借入金等の年末残高（4000万円を限度）×１％
（ロ）住宅の取得等の対価の額または費用の額（税抜き）（4000万円を限度）×２％÷３
なお、上記は一般住宅の場合で、認定長期優良住宅等の場合は
上記4000万円を5000万円に読み替え、各年度の控除限度額及び最大控除額は、
それに対応します。

現行 改正後

適用時期 2016年4月1日～2019年12月31日 2019年4月1日～2023年12月31日

対象となる家屋
1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること

（マンション等の区分所有建築物を除く）

譲渡金額の制限 譲渡価格が１億円以下であること

居住要件

相続開始直前において、被相続人の居住の

用に供されていたものであり、かつ、相続

人以外に居住していたものがいないこと

「被相続人が介護保険法の要介護認定等を受

け、かつ、相続の開始の直前まで老人ホーム

等に入所していたこと。被相続人が老人ホー

ム等に入所した時から相続開始直前まで、被

相続人による一定の使用がなされ、かつ、事

業の用、貸付の用、被相続人以外の者の居住

の用に供されていたことがないこと」の場合

も、要件の緩和として追加する。

譲渡時期 相続開始日以後3年を経過する日の属する年の12月31日まで

【表２】空き家に係る譲渡所得の特別控除の要件緩和と延長
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ま
た
、
返
礼
品
は
寄
附
額
の
３
割
以
下
、
返
礼

品
は
地
場
産
品
に
限
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

４
．
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
の
利
便
性
向
上

　

従
来
は
海
外
転
勤
等
で
一
時
的
な
出
国
を
し
て

も
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
は
強
制
終
了
と
な
り
課
税
口
座
に
移

動
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の
税

制
改
正
に
よ
り
一
時
的
な
出
国
の
場
合
最
長
５
年

間
は
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
を
継
続
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
本
改
正
は
「
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」
と
「
つ
み
た

て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」が
対
象
で
、「
ジ
ュ
ニ
ア
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
」

は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

５
．
森
林
環
境
税
の
創
設

　

温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減
や
災
害
防
止
を
図
る

た
め
、
森
林
整
備
等
の
財
源
を
安
定
的
に
確
保
す

る
観
点
か
ら
、
森
林
環
境
税
が
創
設
さ
れ
ま
す
。

国
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人
に
国
税
と
し
て
年
額

１
０
０
０
円
の
森
林

環
境
税
が
創
設
さ
れ

ま
す
。
徴
収
は
個
人

住
民
税
と
併
せ
て
行

わ
れ
ま
す
。

　

２
０
２
４
年
度
か
ら
の
適
用
と
な
り
ま
す
。

６
．
そ
の
他

　

子
ど
も
の
貧
困
対
応
措
置
と
し
て
、
一
定
所
得

以
下
の
未
婚
等
の
「
ひ
と
り
親
」
に
つ
い
て
個
人
住

民
税
が
非
課
税
に
な
る
措
置
や
、
ス
ト
ッ
ク
オ
プ
シ

ョ
ン
税
制
（
自
社
株
等
の
譲
渡
時
ま
で
の
課
税
繰

り
延
べ
）の
適
用
者
拡
大
の
措
置
等
も
行
わ
れ
ま
す
。

し
た
。
受
贈
者
の
合
計
所
得
金
額
が
１
０
０
０
万
円

超
の
場
合
は
適
用
除
外
、
期
限
は
２
０
１
９
年
３
月

末
ま
で
で
し
た
が
、
２
年
間
延
長
と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
１
の
教
育
資
金
と
２
の
結
婚
子
育
て
資

金
の
決
定
的
な
違
い
は
、
贈
与
者
が
死
亡
し
た
時

の
取
扱
い
で
し
た
。
従
来
制
度
の
１
で
は
、
贈
与

者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
で
も
そ
の
時
点
で
は
課
税

関
係
が
発
生
し
ま
せ
ん
が
、
２
の
場
合
は
贈
与
者

が
死
亡
時
点
で
未
使
用
の
残
高
に
対
し
て
相
続
税

の
課
税
が
発
生
し
ま
し
た
。

　

１
の
現
行
制
度
で
は
、
受
贈
者
が
30
歳
に
な
る

ま
で
課
税
が
発
生
し
な
い
の
が
決
定
的
な
違
い
で

し
た
。
今
回
の
改
正
で
前
述
の
見
直
し
が
あ
り
ま

し
た
が
、詳
し
く
は
【
表
３
】
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

３
．
民
法
改
正
へ
の
対
応

　

民
法
改
正
に
よ
り
成
年
年
齢
が
18
歳
に
引
下
げ

ら
れ
ま
す
が
、
相
続
税
の
未
成
年
者
控
除
、
相
続

時
精
算
課
税
制
度
等
の
年
齢
要
件
に
影
響
が
あ
り

ま
す
。
未
成
年
者
控
除
は
、
相
続
人
が
未
成
年
で

あ
る
と
未
成
年
の
残
り
期
間
×
10
万
円
が
税
額
控

除
と
な
り
、
相
続
時
精
算
課
税
制
度
の
受
贈
者
対

象
年
齢
が
20
歳
以
上
か
ら
18
歳
以
上
に
引
下
げ
ら

れ
ま
す
。

　

ま
た
、
民
法
改
正
に
よ
り
配
偶
者
居
住
権
や
、

被
相
続
人
に
対
す
る
療
養
看
護
等
へ
の
特
別
寄
与

支
払
請
求
制
度
が
創
設
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
税
法

上
の
評
価
方
法
が
新
設
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
計
算

方
法
は
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

【 

資
産
課
税 

】

　
１
．
教
育
資
金
の　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

一
括
贈
与
非
課
税
措
置
の
見
直
し

　

直
系
尊
属
か
ら
の
教
育
資
金
の
一
括
贈
与
の
非

課
税
措
置
は
２
０
１
９
年
３
月
末
が
期
限
で
し
た

が
、
適
用
要
件
を
厳
し
く
し
て
２
年
間
延
長
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
受
贈
者
の
合

計
所
得
金
額
が
１
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
、

適
用
除
外
と
な
り
ま
す
。
従
来
は
所
得
の
上
限
が

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
今
回
の
改
正
で
、
贈
与
者
が
贈
与
後
３

年
以
内
に
死
亡
し
た
場
合
、
使
わ
れ
ず
に
残
っ
た

贈
与
金
額
は
、
相
続
税
の
課
税
対
象
に
な
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
従
来
は
、
贈
与
者
が
３
年
以
内

に
死
亡
し
た
場
合
で
も
、
贈
与
残
高
は
相
続
財
産

に
加
算
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
極

端
な
相
続
税
の
節
税
対
策
と
し
て
利
用
さ
れ
る
恐

れ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
改
正
で
見
直
し
が

入
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
従
来
は
受
贈
者
が
30
歳
到
達
時
に
贈
与

残
高
に
対
し
贈
与
税
が
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
し
た
が
、
在
学
中
等
で
あ
れ
ば
最
長
40
歳

ま
で
延
長
で
き
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
な
お
、

贈
与
時
の
受
贈
者
の
年
齢
は
従
来
通
り
30
歳
で
変

わ
り
ま
せ
ん
（【
表
３
】
を
参
照
く
だ
さ
い
）。

２
．
結
婚
・
子
育
て
資
金
の　
　
　
　
　

　

一
括
贈
与
非
課
税
措
置
の
見
直
し

　

１
の
教
育
資
金
贈
与
と
同
様
の
見
直
し
が
あ
り
ま
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【表３】子・孫等への一括贈与の比較

教育資金の一括贈与 結婚・子育て資金の一括贈与

贈与者 直系尊属（父母・祖父母等）

受贈者 直系卑属（子・孫等で30歳未満）
前年の合計所得金額が1000万円以下

直系卑属（20歳以上50歳未満）
前年の合計所得金額が1000万円以下

贈与対象の範囲
教育資金に充てる金銭

（今回の改正で23歳以上については趣味の習
い事等の費用を適用除外とした）

結婚、子育ての費用のうち、一定のもの

非課税の
贈与限度額

受贈者１人につき、1500万円
（ただし、学校等以外の者に支払われる金銭
は500万円が限度）

受贈者１人につき、1000万円

期間 ２年延長して、2021年３月31日まで ２年延長して、2021年３月31日まで

受贈者が
一定の年齢に
達した場合

受贈者が30歳に達したとき、残額に対して
贈与税が課税される。

（今回改正で受贈者が学生である間は、40歳
まで延長できることになった）

受贈者が50歳に達したとき、残額に対して
贈与税が課税される

贈与者が
死亡した場合

その時点では、原則課税は発生しない。
（ただし、今回の改正で、死亡時点で贈与残
額が相続税の課税対象となる場合があるの
で、注意が必要。本文参照）

死亡時点で贈与残額が、相続税の課税対象と
なる

４
．
そ
の
他

・
個
人
事
業
主
の
事
業
承
継
に
つ
い
て
の
相
続

税
、
贈
与
税
の
納
税
猶
予
制
度
の
創
設
（
中

小
企
業
の
法
人
に
つ
い
て
は
既
に
税
制
対
応
が

な
さ
れ
て
い
た
）

・
小
規
模
宅
地
等
の
相
続
税
の
課
税
価
格
計
算
の

要
件
強
化（
極
端
な
節
税
対
策
へ
の
対
応
）
な
ど

【 

消
費
税
関
係 

】

　
１
．
自
動
車
取
得
税
の
廃
止

　

消
費
税
引
上
げ
後
、
恒
久
的
に
廃
止
と
な
り
ま

す
（
９
月
末
ま
で
は
減
税
が
延
長
さ
れ
ま
す
）。

　
２
．
軽
減
税
率
制
度
の
創
設
他�

�

　
（
平
成
28
年
度
税
制
改
正
で
成
立
済
）

　

今
年
度
10
月
１
日
か
ら
消
費
税
率
10
％
に
引

上
げ
に
な
っ
た
場
合
で
も
、
酒
類
・
外
食
以
外
の

飲
食
料
品
、
新
聞
の
定
期
購
読
料
は
消
費
税
率

８
％
据
え
置
き
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
期
間
限
定
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
で

の
ポ
イ
ン
ト
還
元
や
、
低
所
得
者
お
よ
び
２
歳
児

ま
で
の
子
育
て
世
帯
に
対
し
プ
レ
ミ
ア
ム
付
き
商

品
券
が
発
行
さ
れ
る
な
ど
の
対
応
も
あ
り
ま
す
。

【 

そ
の
他 

】

　

法
人
課
税
に
お
い
て
も
、
研
究
開
発
税
制
の
見

直
し
、
中
小
企
業
の
防
災
減
災
対
策
へ
の
税
制
面

で
の
支
援
や
仮
想
通
貨
の
評
価
方
法
等
の
整
備
な

ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。


